
令和４年３月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

議案１０ 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

議案１１ 令和３年度豊明市一般会計補正予算（第１２号）について 

議案１２ 
豊明市防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例の制定につい
て 

議案１３ 豊明市個人情報保護条例の一部改正について 

議案１４ 豊明市有料自転車駐車場条例の一部改正について 

議案１５ 豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

議案１６ 
豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案１７ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案１８ 豊明市老人憩いの家条例の一部改正について 

議案１９ 財産の無償譲渡について（舘小規模老人憩いの家） 

議案２０ 財産の無償譲渡について（桶狭間小規模老人憩いの家） 

議案２１ 財産の無償譲渡について（阿野小規模老人憩いの家） 

議案２２ 財産の無償譲渡について（吉池団地小規模老人憩いの家） 

議案２３ 財産の無償譲渡について（大久伝小規模老人憩いの家） 

議案２４ 財産の無償譲渡について（坂部小規模老人憩いの家） 

議案２５ 財産の無償譲渡について（荒井小規模老人憩いの家） 

議案２６ 財産の無償譲渡について（横井小規模老人憩いの家） 

議案２７ 
愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の
減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

議案２８ 愛知県競馬組合規約の一部改正について 

議案２９ 令和３年度豊明市一般会計補正予算（第１３号）について 



議案３０ 
令和３年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に
ついて 

議案３１ 
令和３年度豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
について 

議案３２ 
令和３年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい
て 

議案３３ 
令和３年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
について 

 

 



議案第１０号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について  

下記の者は、令和４年３月２３日任期満了となるので、同人を再任するもの

とする。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

住  所   日進市 

氏  名   粟 谷 達 也 

生年月日    

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の

同意を得るため必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















議案第１２号 

 

   豊明市防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例の制定について 

豊明市防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典     

 

説 明 

この案を提出するのは、沓掛保育園跡地を一部再整備し、防災備蓄倉庫を設

置するため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例 

 

 （設置） 

第１条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物

資を備蓄及び保管するために、豊明市防災備蓄倉庫（以下「防災備蓄倉庫」

という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

豊明市防災備蓄倉庫 豊明市沓掛町森元９番地 

 （管理） 

第３条 防災備蓄倉庫は、市長が管理する。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、防災備蓄倉庫の設置及び管理に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第１３号 

 

豊明市個人情報保護条例の一部改正について 

豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

  豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及

び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、個人情

報の保護に関する法律に統合されたことに伴い必要があるからである。 



豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

豊明市個人情報保護条例（平成１６年豊明市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第２条第２項」に改める。 

第６条第３号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律第２

条第９項」に改める。 

第２１条第１項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号）第１９条」を「個人情報の保護に関する法律第８３条」

に改める 

第２２条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第２０条」を

「個人情報の保護に関する法律第８４条」に改める。 

  附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第１４号 

 

   豊明市有料自転車駐車場条例の一部改正について 

豊明市有料自転車駐車場条例の一部を改正する条例を別添のように定めるも

のとする。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典     

 

説 明 

この案を提出するのは、豊明市駐輪場の再整備に伴い必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市有料自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

豊明市有料自転車駐車場条例（平成元年豊明市条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「豊明市有料自転車駐車場」の次に「その他市の運営する自転車駐

車場」を加える。 

 第５条に次のただし書を加える。 

 ただし、別表第１に掲げる豊明駅東自転車駐車場の利用者については、別

表第２の規定にかかわらず、使用料を徴収しない。 

 別表第１に次のように加える。 

豊明駅東自転車駐車場 豊明市阿野町大島９７番地７ 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第１５号 

 

   豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別添のように

定めるものとする。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国家公務員の取扱いに準じて改正する必要があるか

らである。 

 

 



豊明市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊明市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

                         「第４章 部分休業 

                          第５章 雑則（第 

（第１９条―第２２条） 

２３条・第２４条） 」 

第２条第４号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職に引き続き」を「引

き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同

号ア（イ）を同号ア（ア）とし、同号ア（ウ）を同号ア（イ）とする。 

第１９条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日

ごとの勤務時間を考慮して市長が定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

本則に次の１章を加える。 

第５章 雑則 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者

が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当

該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、

育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の

措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該

職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１） 職員に対する育児休業に係る制度の周知 

（２） 育児休業に関する相談体制の整備 

（３） その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

   附 則 

目次中「第４章 部分休業（第１９条―第２２条）」を 

に改める。 



 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第１６号 

 

   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

   一部改正について 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

  令和４年２月２４日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、心身障害児通園施設嘱託医及び心身障害児通園施設

嘱託歯科医の廃止に伴い改正する必要があるからである。 

 

 



豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部を改正する条例  

 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

別表中  

「  

園歯科医 年額４２７，０００以内において

市長が定める額  

心身障害児通園施設嘱託

医 

年額 １１５,０００ 

１時間 ３８,２００  

心身障害児通園施設嘱託

歯科医 

年額 １１５,０００ 

１時間 ３８,２００  

介護認定審査会委員  １回 ２０,０００  

                              」  

を   

「  

園歯科医 年額４２７，０００以内において

市長が定める額  

介護認定審査会委員  １回 ２０,０００  

                              」  

に改める。  

附 則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  



議案第１７号 

 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、国民健康保険税の適正化を図るため及び地方税法の

一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

本則中「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健康保

険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に、「国民健康保険の被

保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額」に改める。 

第３条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第１項中

「６．０５」を「６．１５」に改める。 

第４条中「２２，３００円」を「２３，３００円」に改める。 

第５条第１号中「第２３条」を「第２３条第１項」に改める。 

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削り、「１．８」を

「１．９」に改める。 

第７条中「６，５００円」を「７，０００円」に改める。 

第９条中「１．５」を「１．６５」に改める。 

第１０条中「７，４００円」を「８，３００円」に改める。 

第１１条中「４，７００円」を「５，０００円」に改める。 

第１５条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

第２３条第１号中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改

め、同号ア中「１５，６１０円」を「１６，３１０円」に改め、同号ウ中「４，

５５０円」を「４，９００円」に改め、同号オ中「５，１８０円」を「５，８

１０円」に改め、同号カ中「３，２９０円」を「３，５００円」に改め、同条

第２号中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同号ア

中「１１，１５０円」を「１１，６５０円」に改め、同号ウ中「３，２５０円」

を「３，５００円」に改め、同号オ中「３，７００円」を「４，１５０円」に

改め、同号カ中「２，３５０円」を「２，５００円」に改め、同条第３号中

「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「４，

４６０円」を「４，６６０円」に改め、同号ウ中「１，３００円」を「１，４

００円」に改め、同号オ中「１，４８０円」を「１，６６０円」に改め、同号



カ中「９４０円」を「１，０００円」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定め

る額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４９５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，８２５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，３２０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，６５０円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，０５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，７５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，８００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，５００円 

第２４条中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１

項第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に、「次号にお

いて同じ。）」を「次号及び第３号において同じ。）及び」に改める。 

附則第２項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「法第７０３条の５」

を「法第７０３条の５第１項」に改める。 

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第２３条」を

「第２３条第１項」に改める。 

附 則 



 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、令和４

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 



議案第１８号 

 

   豊明市老人憩いの家条例の一部改正について  

 豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、老人憩いの家について地域への譲渡又は解体を行う

ため、一部施設を廃止する必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市老人憩いの家条例（昭和５０年豊明市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表舘小規模老人憩いの家の項、唐竹小規模老人憩いの家の項、西川小規模

老人憩いの家の項、三崎小規模老人憩いの家の項、桶狭間小規模老人憩いの家

の項、阿野小規模老人憩いの家の項、中島小規模老人憩いの家の項、吉池団地

小規模老人憩いの家の項、大久伝小規模老人憩いの家の項、前後小規模老人憩

いの家の項、錦小規模老人憩いの家の項、内山小規模老人憩いの家の項、坂部

小規模老人憩いの家の項、荒井小規模老人憩いの家の項、八ッ屋小規模老人憩

いの家の項及び横井小規模老人憩いの家の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第１９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。 

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市栄町西大根３０番地２７６ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   木造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５０年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市栄町南舘１６６番地１ 

  舘区 

  代表者 大田 康男 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市舘小規模老人憩いの家を、地域の集会所等の

建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。 



議案第２０号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。 

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市栄町山ノ神２２番地７ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５３年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市栄町南舘３番地３３９ 

  桶狭間区 

  代表者 森川 伸之 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市桶狭間小規模老人憩いの家を、地域の集会所

等の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  



議案第２１号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市阿野町林ノ内１４番地５ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５３年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市阿野町稲葉７１番地１ 

  阿野区 

  代表者 神谷 隆 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市阿野小規模老人憩いの家を、地域の集会所等

の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  

 

  



議案第２２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市新田町広長２３番地２８ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５５年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市新田町広長２３番地２８ 

  吉池団地町内会 

  代表者 大橋 敏雄 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市吉池団地小規模老人憩いの家を、地域の集会

所等の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  

 

  



議案第２３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市大久伝町南１９番地７ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５７年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市大久伝町南１９番地７ 

  大久伝町内会 

  代表者 中村 孝博 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市大久伝小規模老人憩いの家を、地域の集会所

等の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  

 

  



議案第２４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市前後町鎗ケ名１８６７番地 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９３．５７平方メートル 

（３）建 築 年   昭和６２年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市前後町鎗ケ名１８６７番地 

  坂部区 

  代表者 加藤 忠弘 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市坂部小規模老人憩いの家を、地域の集会所等

の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。 

  



議案第２５号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市沓掛町荒井８番地４ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   平成２年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市沓掛町荒井８番地４ 

  荒井町内会 

  代表者 宇佐美 学 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市荒井小規模老人憩いの家を、地域の集会所等

の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  

  



議案第２６号 

 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 

   令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 無償譲渡する建物の所在地 

  豊明市西川町横井４番地１５ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   平成５年 

３ 無償譲渡する相手方 

  豊明市西川町横井４番地１５ 

  二村台２区 

  代表者 岩瀬 豊 

４ 無償譲渡する日  

令和４年４月１日  

 

   説 明  

 この案を提出するのは、豊明市横井小規模老人憩いの家を、地域の集会所等

の建物として認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  

 



議案第２７号 

 

愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令

和４年３月３１日をもって愛知県市町村職員退職手当組合から尾張旭市長久手

市衛生組合を脱退させることとし、愛知県市町村職員退職手当組合規約を別添

のように変更するものとする。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方自治法第２９０条の規定により愛知県市町村職

員退職手当組合から尾張旭市長久手市衛生組合を脱退させ、愛知県市町村職員

退職手当組合規約を変更することについて協議する必要があるからである。 



愛知県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

愛知県市町村職員退職手当組合規約（昭和３３年愛知県市町村職員退職手当

組合規約第１号）の一部を次のように変更する。 

別表第１中「知多南部衛生組合 尾張旭市長久手市衛生組合」を「知多南部

衛生組合」に改める。 

別表第２の１区の項中「長久手市 尾張旭市長久手市衛生組合」を「長久手

市」に改める。 

附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 



議案第２８号 

 

   愛知県競馬組合規約の一部改正について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、愛

知県競馬組合規約の一部を改正する規約を別添のように定めるものとする。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

この案を提出するのは、名古屋競馬場の移転に伴い、事務所の位置を名古屋

市港区から弥富市に変更するため必要があるからである。  



愛知県競馬組合規約の一部を改正する規約  

 

 愛知県競馬組合規約（昭和６１年３月４日議決）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条中「名古屋市港区」を「弥富市」に改める。  

   附 則 

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 
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